
Made in SAITAMA 優良加工食品大賞 2027 募集要領 
 

 Made in SAITAMA 優良加工食品表彰要綱（令和 2年 11 月 20 日決裁）第５条に基づ

き、Made in SAITAMA 優良加工食品大賞 2027 の募集について次のとおり定める。 

 
１ 趣旨 

  埼玉県産農林水産物（以下「県産農産物等」という。）を活用した加工食品を製 

 造、販売する優秀な埼玉県内（以下「県内」という。）の食品加工事業者等を表彰 

 し、その成果を称え広く発信することで、県産農産物等の需要拡大と県内食品産業 

 の発展に資するため、県内の食品加工事業者等を募集する。 

 

２ 主催 

  埼玉県 
 
３ 後援(予定) 

  埼玉県農業協同組合中央会（ＪＡグループさいたま） 
  埼玉県食品工業協会 
  株式会社テレビ埼玉 
  株式会社埼玉新聞社 
  株式会社エフエムナックファイブ 
  株式会社埼玉りそな銀行 
  株式会社武蔵野銀行 
  埼玉縣信用金庫 
   
４ 募集内容 

  県内で加工食品を製造する企業が製造した県産農産物等を主たる原料とした加工

食品で、販売促進を目指すものとする。 

（１）応募要件 

ア 応募者について 

  次のいずれかに該当するものとする。 

 （ア）県内で加工食品を製造する事業者 

 （イ）県内で加工食品を製造する事業者を含む団体 

 （ウ）県内で加工食品を製造する事業者と当該加工食品の製造・販売に関わる

県内連携事業者 

イ 加工食品について 

 ○審査対象は、主原料に県産農産物等を１００％使用した加工食品または、商

品を特徴づける原材料に県産農産物等を１００％使用した加工食品とする。 

 ○開封して、そのまま飲食できるもの、または電子レンジや湯せん、茹でる等 

  の簡易な調理で飲食できるもの（加工食品に付属していない食材や調味料等 

  が必要なものは除く）。なお、冷凍、冷蔵、常温は問わない。 

 



 〇県産農産物等の仕入れ先が明確で、安定的な生産体制が確保されていること。 

 〇県内で販売されている商品（商品パッケージがあるものに限る）であること。 

 〇原料の生産から加工食品の製造、販売にあたり、２事業者以上が連携して 

  取り組まれていること。 

 〇食品衛生法、食品表示法及び計量法等、関係法規に違反しないものである 

  こと。 

ウ 本表彰の趣旨を理解し、受賞者の当該加工食品の情報やサンプルの提供及び

ＰＲイベント等に参加できること。 

エ 一次審査を通過した場合は、最終審査委員会に試食用サンプルを提供できる

こと。 

（２）応募料 

   無料（ただし、商品代や送料等の審査に要する経費は応募者の負担とする。） 
 

５ 応募方法 

  県ホームページから応募票をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メール 

 にて送付する。 

（１）応募締切 

 令和８年９月１８日（金曜日）【必着】 

（２）応募票のダウンロード先 

   埼玉県ホームページ 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/madeinsaitama/2027.html 

（３）応募票の送付先（電子メールアドレス） 

a4105-09@pref.saitama.lg.jp 

    埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・６次産業化担当（新井、橋本） 

   ※応募票を受信した場合は、メールを返信します。応募期限の翌々開庁日 

   ９月２５日（金曜日）の正午までに返信メールが届かない場合は、応募メー

ルが届いていない可能性があるため、お問い合わせください。 

   ※電子メールが使用できない方はご相談ください。 

 

６ 審査及び表彰 

（１）審査 

Made in SAITAMA優良加工食品大賞審査要領（令和2年11月20日決裁）に基づき

一次審査及び最終審査を実施する。 

  〇一次審査は、書類審査とする。 

  〇最終審査は、審査委員会（流通関係者及び学識関係者、技術関係者等で構成） 

   を開催し、①県産農産物等の利用度、②加工技術、③品質管理、④衛生面、⑤

独自性、⑥市場性、⑦地域経済への寄与度、⑧食味の項目について配点方式に

よる採点で審査する。 

（２）表彰 

   大賞、優秀賞、特別賞を決定し、賞状を授与する。ただし、各賞にふさわしい 

  商品がない場合は、該当なしとする。また、審査委員が特に必要と認める場合は、 

  別途賞を設ける場合がある。 



   なお、表彰式は令和９年１月１５日（金曜日）を予定している。 

 

７ 受賞者に対する支援 

受賞者の当該加工食品については下記の支援を行う。 

（１）マスメディア等への商品の情報提供、県ホームページへの掲載の実施等 

（２）当該加工食品への受賞ロゴマークの表示。なお、受賞ロゴマークの運用等につ

いては、別に定める。 

（３）県が主催する商談会やイベント等での商品紹介 

 

８ 応募に当たっての注意点 

（１）応募できる商品数は、１応募者につき１商品までとする。 

（２）応募者が第三者の有する商標権等の知的財産権を利用する場合は、応募者の 

  責任において必要な許可を得た上で、そのことを応募時に申し出ること。 

 万一、第三者から権利侵害との提訴がなされた場合、主催者側に発生した損害 

を含め、応募者自身の負担と責任において対応すること。 

（３）商標権の権利侵害等の問題が生じた場合や関係法令に違反する事実が認めら 

  れた場合など、表彰にふさわしくないと認められる場合は、失格あるいは受賞を 

  取り消すことがある。 

 （４）応募要件等に違反する事項があった場合及び書類記載内容に虚偽があった場合 
   は、失格あるいは受賞を取り消すことがある。 
 （５）書類に不備がある場合には再提出を求めることがあり、その際に指定する期限 
   までに書類が提出されない場合には、応募を取り下げたものと見なすことがある。 
 （６）送付された書類及び試食用サンプル等は返却しない。 
 （７）審査結果の詳細に関する問合せには回答できないものとする。 
 （８）応募のあった商品のうち、応募者の同意があった商品については、県ホームペ

ージ等で紹介する場合がある。 
 
９ 応募者情報の取扱い 

（１）当該表彰に当たって取得した個人情報については、表彰における経営紹介や表

彰資料等の作成に用いることがあることについて、あらかじめ被表彰者の合意を

得た上で、個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１２月２３日埼玉県

条例第５０号）、その他の関係法令に基づき、適正に管理する。 
（２）受賞者の事業者名及びその連絡先は公表する。その他の情報は、受賞者の同意

なく第三者には開示しない。 
 
10 お問い合わせ先（受付時間：午前９時～午後５時（閉庁日は除く）） 

   埼玉県農林部農業ビジネス支援課販売対策・６次産業化担当 新井、橋本 

〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番地１号 

   ＴＥＬ ０４８－８３０－４０９５ ／ ＦＡＸ ０４８－８３０―４８３０  

電子メール a4105-09@pref.saitama.lg.jp 


